
1997年出土の木簡

し
も

の

に
し

新
潟
・
下
ノ
西
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
大
字
小
島
谷

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
七
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
和
島
村
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
田
中
　
靖

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衡
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
前
半
―

一
〇
世
紀
前
半

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

和
島
村
の
地
形
は
、
三
島
山
地
か
ら
派
生
す
る
東
側
丘
陵
、
島
崎
川
に
沿
う

島
崎
川
低
地
、
及
び
海
岸
に
面
し
た
西
側
丘
陵
の
三
種
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
。

下
ノ
西
遺
跡
は
、
島
崎
川
低

地
の
微
高
地
に
位
置
し
、
北
側

に
は
島
崎
川

・
小
島
谷
川

・
梅

田
川
の
合
流
点
を
控
え
、
北
陸

道
が
付
近
を
通
過
す
る
な
ど
、

水

・
陸
上
交
通
の
要
衝
の
地
に

畑

工立
地
す
る
古
代
遺
跡
で
あ
る
。

〓
・
周
辺
に
は
古
代
の
遺
跡
が
高
密

度
に
分
布
し
、
本
遺
跡
の
北
西

八
〇
〇
ｍ
に
は
、
古

全
う

志
郡
家
に
関
連
す
る
人
幡
林
遺
跡
が
所
在
す
る
。

下
ノ
西
遺
跡
の
範
囲
は
試
掘
及
び
表
面
採
集
調
査
の
結
果
、
南
北
二
〇
〇
ｍ
、

東
西
三
五
〇
ｍ
の
七
万
ポ
に
及
ぶ
も
の
と
推
定
さ
れ
、　
一
九
九
六
年
度
か
ら
九

八
年
度
に
か
け
て
、
村
道
建
設
関
連
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
に
は
、
掘
立
柱
建
物

（最
大
で
桁
行
七
間
）
三
二
棟
、　
一
本

柱
列
四
条
、
道
路
、
井
戸
三
基
な
ど
が
あ
り
、
共
伴
遺
物
か
ら
人
世
紀
前
半
か

ら

一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
計
画
的
な
地

割
の
存
在
や
桁
行
七
間
と
い
う
建
物
規
模
か
ら
み
て
、　
一
般
的
な
集
落
遺
跡
と

は
様
相
が
異
な
る
。

主
要
な
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
古
志
郡
を
表
す
可
能
性
が
あ
る

「古
」
の
墨

書
土
器
や
、
漆
紙
文
書
、
木
簡
、
馬
形
、
斎
串
、
漆
器
椀
、
本
皿
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
は
計
八
点
あ
り
、
Ｉ
区
西
Ｓ
Ｅ
二
〇

一
の
覆
土
中
か
ら
出
土
し
た
①
以

外
は
、
全
て
Ⅱ
区
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
下
層
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
は
、

Ｓ
Ｄ
二
〇
二
を
伴
っ
て
方
形
に
め
ぐ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
溝
に
囲
ま

れ
た
掘
立
柱
建
物
の
区
画
と
排
水
を
意
図
し
て
掘
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

Ｓ
Ｄ
二
〇
二
か
ら
は
、
墨
線
の
あ
る
斎
串

（長
さ
一
一七
三
鰤
幅
二
五
ｍ
厚
さ

五
硼
。
第
七
号
）、
墨
痕
が
な
い
封
絨
木
簡

（長
さ

（
〓
≡
じ

ｍ
幅
二
五
ｍ
厚
さ

五
剛
。
第
八
号
）、
絵
画
の
描
か
れ
た
曲
物
の
底
板

（直
径
一
九
五
ｍ
厚
さ
一
一
ｍ
。

第
一
〇
号
）
も
合
わ
せ
て
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
木
簡
か
ら
省
く
。

こ
の
う
ち
絵
画
板
は
、
円
形
を
呈
す
る
曲
物
の
底
板
に
、
縄
状
の
も
の
が
巻

か
れ
た
立
木

今
し
と
二
人
の
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
の
人
物
は
、
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1997年出土の木簡

首
及
び
交
又
し
た
腕
を
縄
状
の
も
の
で
縛
ら
れ
て
お
り
、
表
情
も
心
な
し
か
苦

し
げ
で
あ
る
。
も
う

一
人
の
人
物
は
、
右
下
に
不
自
然
な
体
勢
で
横
た
わ
っ
て

い
る

（後
掲
図
版
参
照
）。

こ
の
絵
の
解
釈
に
つ
い
て
は
〔
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
縄

↑
↓
で
縛
ら
れ
て
い
る
異
常
な
状
況
か
ら
み
て
、
通
常
の
戯
画
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
絞
首
刑
や
体
の
自
由
を
拘
束
す
る
刑
罰
の
描
写
、
あ
る
い
は
何
ら

か
の
呪
術
的
世
界
を
表
現
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｄ
二
０
一

ω

　

「殿
門
上
税
四
百
五
十
九
束
先
上

三
百
五
十
束
後
上

一
百
九
束
　
十
四

又
後
六
十
六
束

嫁
大
夫
借
貸
汁
五
束

八
十
束
」
］誤
×
（＄
）
×
心
　
寓
μ　
第
一
号

含
駕
）
×
‘
×
伽　
寓
Ｐ　
第
二
号

・
七
月
十
二
日
使
□

・
Π

世

「山
都
千
足
」

(4)

含
懇
）
×
（ぷ
）
×
伽　
寓
Ｐ　
第
三
号

μ懇
×
お
×
卜
　
８
Ｐ　
第
四
号

(2)

□
□
□

目写
合己

絵
画
板

（第

一
〇
号
）

墨
線
の
あ
る

斎
串

（第
七
号
）

墨
書
の
な
い

封
織
木
簡

（第
八
号
）

う
み
■
年
負
■
″
▲
キ

お

沐
釈
”奮
ャ
，了〓．４
　
　
　
　
　
・

れ
負
峙
袴
雪
考

一
今
´

Ⅱ区遺構配置と木簡出上位置



墨画のある曲物 (第 10号 )

同 赤外線写真

下ノ西遺跡出土木簡他 I

同 赤外線写真



1997年出上の木簡

嚇
Ⅷ
Ⅷ
Ⅷ
隠
鰯
鰯
磯
鰯
Ⅲ
鎌
観
③

墨線のある斎串

(第 7号 )

(3)

下ノ西遺跡出土木簡他 Ⅱ

墨書のない封繊木簡

(第 8号 )



⑬
　
。
「
＜
　
　
　
士
掌
心
　
　
　
□
□
　
　
　
　
＜

越
後
国
高
志
郡
□
越
志
□
□
高
□
高
志
　
」

。
「
＜
　
　
　
　
　
高
千
　
　
　
〔関
己
　
　
＜

百
三
百
千
千
酷
世
汁
縮
□
醜
在
首
　
」

。
「口
日
日
Ｈ

日
日
日
□
奥
日
日
日
日

日
日
日
□
」
（左
側
Ｕ

。
「日
日
――
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
日
日
日
日
翌

（右
側
面
）

∞
窓
×
淫
×
Φ　
儲
Ｐ　
第
五
号

①

　

「符
大
宅
万
呂
符
符
符
符
符
符
符

符
符
符
符
符
符
符
符
符
　
　
　
　
　
（卜Ｓ
巡
支
ト
ロ

第
エハ号

０

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（題
×
］叉
翰
霞

第
九
号

Ｓ
Ｅ
二
〇
一

①

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

Ｘ
∞×
∞
ｏ欝

第
一
一号

い
は
、
曲
物
の
底
板

（未
製
口∪

を
記
録
簡
に
転
用
し
た
も
の
で
、
裏
面
に

は
粗
い
手
斧
ケ
ズ
リ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
末
尾
の

「
八
十
束
」
以
降
も

文
章
が
続
く
と
み
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
左
側
を
欠
損
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

内
容
的
に
は
、
出
挙

（公
出
挙
）
と
国
司

（稼
）
の
借
貸
に
つ
い
て
記
録
し

た
記
録
簡
と
い
え
る
。
単
位
の
な
い

「十
四
」
を
十
四
束
と
み
て
、
本
稲
を
三

六
四
東

（誤
ｏ
＋
ミ
）
と
考
え
る
と
、
そ
の
三
割
が
ほ
ぼ

一
〇
九
東
に
近
い
値

と
な
る

（ぷ
卜
×
Ｐ
∞
Ｈ
Ｐ３
籠
）
。　
一
方
本
稲
を
三
工
○
束
と
す
る
と
、　
一
〇
九

束
と
六
六
束
の
和
は
ち
ょ
う
ど
五
割
の
利
稲
に
相
当
す
る

（誤
ｏ
×
Ｐ
頓
＝
いぎ

＝
い電
＋
ａ
）
。
す
な
わ
ち
、
利
息
が
三
割
の
部
分
と
工
割
の
部
分
が
併
存
す
る

二
重
構
造
と
な
っ
て
い
て
、
三
割
利
息
の
時
期
に
旧
来
の
収
入

（五
割
）
を
得

る
こ
と
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
木
簡
の
年
代
は
、

出
挙
利
率
が
三
割
の
時
期
、
具
体
的
に
は
養
老
四
年

（七
一
一〇
）
も
し
く
は
養

老
六
年
か
ら
、
天
平
二
年

（七
三
〇
）
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
「十
四
」
に
単
位
が
な
い
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
を

「十
四
人
」
や

「十
四
日
」
の
省
略
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
稲
三
五
〇
東

が
出
挙
さ
れ
、
＞」
の
う
ち
本
稲
分
の
三
五
〇
束
が
ま
ず
進
上
さ
れ
（先
上
）、
後

に
五
割
利
稲

一
七
五
束
の
う
ち

一
〇
九
束
が
進
上
さ
れ

（後
上
）、
な
お
利
稲

六
六
稲
が
未
納
で
あ
る

（く
甲
Ｓ
Φ
Ｈ
ａ
）
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

場
合
木
簡
の
年
代
は
、
五
割
利
息
の
時
期
で
か
つ
国
司
借
貸
の
行
な
わ
れ
た
時

期
と
し
て
天
平
六
年
か
ら

一
〇
年
ま
で
の
間
と
考
え
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ω
の
解
釈
及
び
年
代
は

一
概
に
は
決
め
が
た
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
い
は
人
世
紀
前
半
の
出
挙
制
度
の
運
用
の
実
態
を
示
す
極
め
て
重
要
な

資
料
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
国
司

（嫁
）
借
貸
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
は
、

成
立
期

（Ｉ
期
）
の
人
幡
林
遺
跡
の
遺
物
に
、
過
所
機
能
を
併
せ
も
つ
と
み
ら

れ
る
蒲
原
郡
符

・
沼
垂
城
と
の
関
わ
り
を
示
す
木
簡

・
石
屋
城

（柵
）
を
表
す

可
能
性
が
高
い

「石
屋
木
」
の
墨
書
土
器
な
ど
、
城
柵

・
関
と
い
っ
た
国
レ
ベ

ル
の
機
能
が
窺
え
る
資
料
が
あ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

も
し
、
人
幡
林
遺
跡
に
抜
が
管
轄
す
る
国
レ
ベ
ル
の
施
設
が
あ
っ
た
と
す
る

と
、
複
数
の
城
柵
を
国
司
が
分
割
支
配
す
る
形
態
を
と
っ
た
出
羽

・
陸
奥
両
国



1997年 出上の木簡

と
同
じ
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
人
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
出
羽
建
国

後
も
北
の
辺
要
国
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
越
後
国
の
特
性
を
示
す
可
能

性
が
あ
る
。
具
体
的
な

一
案
と
し
て
は
、
越
後
国
府

（顕
城
郡
）
に
越
後
回
司

の
守
、
沼
垂
城
に
介
、
両
者
の
中
間
地
点
に
あ
た
る
人
幡
林
遺
跡
に
嫁
、
最
も

北
方
の
磐
舟
柵
に
日
、
な
ど
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

働
は
完
形
の
付
札
で
あ
る
が
、
上
下
の
切
り
込
み
は
片
側
の
み
に
施
さ
れ
て

い
る
。
冒
頭
か
ら

「越
後
国
高
志
郡
」
ま
で
書
き
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
「郡
」

の
位
置
が
右
側
に
寄
り
過
ぎ
た
た
め
、
付
札
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
と
り
や

め
て
、
以
下
表
裏
の
余
白
部
分
に
習
書
を
行
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
初
の
付
札
を
国
名
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
付
札
は
、
都
へ
の
貢
進
物
付
札
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

り
、
本
来
は
古
志
郡
家
で
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
物
品
に
付
せ
ら
れ
、
京
進
さ
れ

る
べ
き
荷
札
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

下
ノ
西
遺
跡
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら

一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
機
能
し
た
重

要
な
官
衛
遺
跡
と
み
ら
れ
、
そ
の
終
末
期
に
お
い
て
も
、
桁
行
七
間
ク
ラ
ス
の

大
型
建
物
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
の
具
体
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
存
続

期
間
が
ほ
ぼ
重
な
る
人
幡
林
遺
跡

（古
志
郡
衛
関
連
）
に
欠
如
し
て
い
る
機
能

を
補
う
、
郡
衛
関
連
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
。
今
年
度
出
土
し
た

木
簡
の
う
ち
、
出
挙
と
国
司
借
貸
に
関
わ
る
記
録
簡
ω
、
国
名
か
ら
書
き
始
め

る
付
札
り
の
存
在
は
、
郡
段
階
で
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
公
出
挙
の
事
務
や
、

都
へ
の
貢
進
物
の
発
送
作
業
を
行
な
う
施
設
が
遺
跡
内
部
に
存
在
し
た
こ
と
を

如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
、
①
に
み
え
る
国
司

（稼
）
借
貸
に
関
わ
る
内

容
は
、
嫁
の
管
轄
す
る
施
設
が
付
近
に
存
在
し
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

城
柵

。
関
と
い
っ
た
国
レ
ベ
ル
の
機
能
を
想
定
で
き
そ
う
な
初
期

（八
世
紀
前

半
か
ら
中
葉
）
の
人
幡
林
遺
跡
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

下
ノ
西
遺
跡
の
調
査
成
果
は
、
従
来
の
一
極
集
中
型
の
古
志
郡
行
像
を
改
め

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
広
域
に
施
設
が
分
散
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
出
て
き
た
。
今
後
八
幡
林
遺
跡
と
下
ノ
西
遺
跡
の
内
容
を
総
合
的
に
判
断
し

て
、
古
志
郡
支
配
の
複
雑
な
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏

の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
平
川
氏
の
中
間
報
告

ら
下
ノ
西
遺
跡
―
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
―
』
所
収
）
及
び
、　
一
九
九
七
年

〓

一

月
の
木
簡
学
会
第

一
九
回
研
究
集
会
で
報
告
し
た
際
の
討
論
の
成
果
に
よ
っ
た
。

９
　
関
係
文
献

田
中
　
靖

「下
ノ
西
遺
跡
　
平
成
九
年
度
の
調
査
成
果
」
令
第
二
四
回
古
代

城
柵
官
衛
検
討
会
資
料
』

一
九
九
八
年
）

和
島
村

『今
、
注
目
さ
れ
る
越
後
の
古
代
―
和
島
村
出
土
木
簡
の
意
義
―
』

（
一
九
九
八
年
）

和
島
村
教
育
委
員
会

『
下
ノ
西
遺
跡
―
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
―
』
（和

島
村
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
人
　
一
九
九
八
年
）

（田
中
　
靖
）


